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中国四国産業保安監督部四国支部

平石山鉱山に対する鉱山保安法第４７条第１項に基づく報告の

徴収について

平成２２年９月２８日、中国四国産業保安監督部四国支部は、平石山鉱山

に対し、鉱山保安法第４７条第１項に基づき、東部採掘予定箇所の残壁形成

に関する改善計画書の提出を求めました。

平成２２年９月１５日、平石山鉱山において立入検査を実施したところ、本

年７月９日付けで指示をした犬走り設置箇所の一部に、犬走りが存置されてい

ませんでした。

このため当支部では、鉱業権者に対し残壁崩壊、転落石による災害を防止す

るため、指示箇所を含む東部採掘予定箇所の残壁形成に関する改善計画書の提

出を求めました。
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